
議案第３号

　　　海老名市附属機関の委員構成の変更に伴う関係条例の整備に関する条例

　　　の制定について

　海老名市附属機関の委員構成の変更に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のと

おり定める。

　　平成２７年２月２６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海老名市長　　内　野　　優

提案理由

　議会改革特別委員会の決定に基づき附属機関の委員構成を変更するため



　　　海老名市附属機関の委員構成の変更に伴う関係条例の整備に関する条例

　（海老名市総合計画審議会条例の一部改正）

第１条　海老名市総合計画審議ｉ会条例（昭和４３年条例第２３号）の一部を次のように改

　正する。

　　第３条第２項中「の各号」を削り、第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号

　を第２号とする。

　（海老名市下水道運営審議会条例の一部改正）

第２条　海老名市下水道運営審議ｉ会条例（昭和５２年条例第１３号）の一部を次のように

　改正する。

　　第３条第１項中「次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員をもって組織する

　」を「委員１０名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱す

　る」に改め、同項第１号中「２人」を削り、同項第２号中「８人」を削り、同項第

　３号を削る。

　（海老名市住居表示審議会条例の一部改正）

第３条　海老名市住居表示審議会条例（昭和４８年条例第３５号）の一部を次のように改

　正する。

　　第３条中「１０名」を「８名」に改める。

　　第４条第１項中「の各号」を削り、第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号

　を第２号とする。

　（海老名市市営住宅運営審議会条例の一部改正）

第４条　海老名市市営住宅運営審議会条例（平成９年条例第２５号）の一部を次のよう

　に改正する。

　　第３条第１項第１号を削り、同項第２号中「２人以内」を削り、同号を同項第１

　号とし、同項第３号中「２人以内」を削り、同号を同項第２号とし、同項第４号中

　「１人」を削り、同号を同項第３号とする。

　（海老名市消防賞慰金及び殉職者特別賞慰金条例の一部改正）



第５条　海老名市消防賞慰金及び殉職者特別賞慰金条例（昭和４４年条例第２８号）の一

　部を次のように改正する。

　　第６条第２項第３号中「市議会総務常任委員会委員長」を「市職員の人事を主管

　する部等の長」に改める。

　　　附　則

　この条例は、平成２７年４月１日から施行する。


